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《用途が混在していると》 《用途地域によって工業､ 商業､ 住宅を分けます》

１. 都市計画区域の指定
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２. 用途地域見直し

現行区域 (ha) 編入区域 (ha) 除外区域 (ha) 区域案 (ha)

大東都市計画区域 ����� ����� �����

加茂都市計画区域 ��� ����� �����

木次都市計画区域 �9� ��� �����

三刀屋都市計画区域 ��� �� ��� ���

雲南都市計画区域 ����� ����� ����� �����

※次ページの図をご覧ください｡

自動車の通行量が多く
歩行者に危険

幹線道路

日当たりが悪い

道路や高い建物などが
緩衝帯の役割をします

住宅地には自動車があ
まり入ってきません

幹線道路

騒音や振動
などが発生

騒音や排気ガス
が発生

道路や高い建物などが
緩衝帯の役割をします

工業系用途地域

住宅系用途地域

商業系用途地域
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雲南市は合併前のそれぞれのまちで都市計画が定められていましたが､ 合併したことで一つの
まちとして一体的に整備・開発及び保全を行うことが望ましいことから､ 平成２０年度を目途に
都市計画を再編します｡
都市計画では､ 建物､ 公共施設､ そして水や緑などを調和させ､ 住みやすいまちをつくるため
に､ 土地のあり方や建物の建て方のルール､ 道路や公園などまちづくりに必要な多くのことがら
を定めます｡
今回の再編では主に次の３点について検討しています｡
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３. 都市計画道路の見直し

町 対 象 地 区 開 催 日 会 場
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●説明会日程表 (各会場とも午後７時３０分から開催いたします｡)

《都市計画説明会の開催について》




